
　
９
月
５
日
の
本
会
議
で
付
託
さ
れ
た
案
件

（
条
例
10
件
、補
正
予
算
２
件
、そ
の
他
３
件
）

を
４
つ
の
常
任
委
員
会
で
審
査
し
ま
し
た
。

委
員
会
審
査
に
お
け
る
主
な
質
疑
と
そ
の
答

弁
等
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

総
務
政
策
常
任
委
員
会

●
鳥
獣
被
害
対
策
実
施
隊
員

■問 

報
酬
の
積
算
基
準
、
ま
た
、
隊
員
数

に
つ
い
て
。

■答  

報
酬
は
現
在
の
天
草
市
の
非
常
勤
職

員
の
報
酬
を
準
用
し
、
日
額
６
，０
０
０

円
と
し
た
。
隊
員
数
は
、
各
支
所
並
び
に

本
渡
地
区
を
4
ブ
ロ
ッ
ク
に
分
け
た
地
域

に
各
5
名
の
隊
員
、
計
65
名
の
民
間
人
を

配
置
し
、
本
庁
8
名
、
各
支
所
3
名
の
市

職
員
と
併
せ
、
計
1
0
0
名
を
配
置
す
る

計
画
。

●
指
定
病
院
等
に
お
け
る
不
在
者
投
票
外

部
立
会
人

■問 

指
定
病
院
等
、
ま
た
、
立
会
人
の
選

定
方
法
等
に
つ
い
て
。

■答  

指
定
病
院
等
は
、
市
内
に
31
ケ
所
あ

る
。
立
会
人
は
、
指
定
病
院
等
が
所
在
す

る
自
治
体
の
選
管
が
作
成
し
た
名
簿
に
よ

り
、
当
該
選
管
が
選
定
。
市
外
の
当
該
施

設
に
在
所
の
場
合
は
、
入
院
、
入
所
先
の

自
治
体
の
選
管
が
、
指
定
病
院
等
の
要
請

に
よ
り
、
立
会
人
を
選
定
し
、
そ
の
立
会

人
へ
の
報
酬
は
本
市
選
管
か
ら
支
出
す

る
。

■問 

本
市
に
お
け
る
対
象
業
者
数
、
ま
た

落
札
率
に
つ
い
て
。

■答  

対
象
業
者
数
は
36
社
。
そ
の
内
20
社

か
ら
応
札
が
あ
り
、
落
札
率
は
74
・
7
6

％
で
あ
っ
た
。

■問 
落
札
率
の
低
さ
に
伴
う
業
者
へ
の
影

響
は
。

■答  

本
件
の
工
事
費
は
標
準
的
で
、
積
算

も
適
正
に
行
わ
れ
て
お
り
影
響
は
少
な

い
。
今
後
、
平
成
26
年
9
月
よ
り
低
入
札

価
格
調
査
の
対
象
案
件
は
5
億
円
以
上
の

物
件
と
し
、
企
業
の
健
全
経
営
や
労
働
者

の
雇
用
条
件
等
の
改
善
を
図
る
。

■問 

通
詞
大
橋
対
向
車
注
意
喚
起
シ
ス
テ

ム
の
詳
細
に
つ
い
て
。

■答  

通
詞
大
橋
に
お
け
る
大
型
車
両
の
進

入
情
報
を
対
向
車
に
周
知
し
、
円
滑
な
通

行
を
図
る
シ
ス
テ
ム
で
、
発
信
機
能
を
持

つ
リ
モ
コ
ン
を
所
持
し
た
車
両
の
み
可
能

（
ス
ク
ー
ル
バ
ス
等
を
計
画
）。
た
だ
し
、

希
望
に
よ
り
リ
モ
コ
ン
所
持
（
自
費
）
は

可
能
。

■問 

防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
費
用
、
ま
た
そ

の
後
の
管
理
等
に
つ
い
て
。

■答  

１
基
あ
た
り
の
設
置
費
用
は
約
40
万

円
の
見
込
み
。
県
が
４
分
の
2
、
市
が
4

分
の
1
を
補
助
。
設
置
後
の
維
持
管
理
費

は
設
置
者
が
負
担
す
る
。

■問 

老
朽
危
険
家
屋
等
除
去
促
進
事
業
に

係
る
現
在
の
申
請
状
況
及
び
今
後
の
計
画

に
つ
い
て
。

■答  

調
査
の
結
果
、
申
請
12
件
に
対
し
、

9
件
が
補
助
対
象
に
該
当
。
今
後
も
申
請

件
数
の
増
加
が
予
想
さ
れ
、
必
要
に
応
じ

補
正
を
お
願
い
し
た
い
。

■問 

所
有
者
不
明
で
非
常
に
危
険
な
状
態

の
家
屋
は
ど
う
な
る
か
。

■答  

個
人
の
財
産
の
問
題
で
あ
り
、
基
本

的
に
所
有
者
、
及
び
相
続
人
に
管
理
責
任

が
あ
る
。ま
ず
は
所
有
者
の
確
認
が
先
決
。

現
在
、
国
が
進
め
る
危
険
廃
屋
に
関
す
る

法
制
化
に
期
待
し
た
い
。

■問 

本
庁
舎
建
設
計
画
の
現
況
は
。

■答  
必
要
最
小
限
の
規
模
と
十
分
な
機
能

を
発
揮
で
き
る
本
庁
舎
建
設
を
目
指
す
べ

く
、
8
月
19
日
付
け
で
、
現
設
計
業
務
委

託
契
約
業
者
に
「
契
約
解
除
通
知
」
を
送

付
。
今
後
は
、
市
独
自
で
設
計
者
の
再
選

定
を
行
う
計
画
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
本

年
度
支
出
予
定
の
設
計
業
務
費
委
託
料
1

億
1
，6
3
8
万
円
全
額
を
減
額
す
る
も

の
。

　

地
方
に
と
っ
て
、
未
だ
景
気
回
復
の
兆

し
が
見
え
な
い
今
日
、
現
段
階
で
の
引
き

上
げ
は
、
低
所
得
者
層
に
と
っ
て
更
な
る

負
担
を
強
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
天
草
市

民
、
ま
た
地
元
企
業
に
も
、
大
き
な
影
響

が
あ
る
と
の
意
見
が
あ
っ
た
が
、
国
が
進

め
る
「
税
と
社
会
保
障
の
一
体
改
革
」
は
、

将
来
に
わ
た
る
福
祉
制
度
を
考
え
る
上
で

必
要
で
あ
り
、
消
費
税
率
の
増
も
止
む
無

し
と
の
意
見
も
あ
り
、
採
決
の
結
果
、
不

採
択
と
し
た
。

市
民
生
活
常
任
委
員
会

〈
説
明
〉
小
型
特
殊
自
動
車
の
う
ち
、
そ

の
用
途
か
ら
道
路
損
傷
を
生
じ
さ
せ
な
い

と
認
め
ら
れ
る
、
乗
用
田
植
機
及
び
刈
取

り
脱
穀
作
業
車
（
コ
ン
バ
イ
ン
）
に
つ
い

て
平
成
27
年
度
以
後
の
年
度
分
の
軽
自
動

車
税
の
課
税
を
免
除
す
る
も
の
。

■問 

税
収
へ
の
影
響
に
つ
い
て
。

■答  

平
成
26
年
４
月
の
登
録
台
数
は
９
２

０
台
、
税
収
は
１
４
７
万
２
，０
０
０
円
、

そ
の
分
が
歳
入
減
に
な
る
が
、
課
税
免
除

に
よ
る
地
方
交
付
税
へ
の
影
響
は
な
い
。

■問 

課
税
免
除
で
償
却
資
産
税
の
対
象
と

な
る
か
。
ま
た
、
交
付
済
み
の
ナ
ン
バ
ー

は
ど
う
す
る
の
か
。

■答  

農
耕
作
業
用
は
軽
自
動
車
税
の
課
税

対
象
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
課
税
免
除
す
る

こ
と
で
償
却
資
産
税
の
対
象
に
な
る
こ
と

は
な
い
。
な
お
、
交
付
済
み
の
ナ
ン
バ
ー

に
つ
い
て
は
回
収
し
な
い
。

建
設
経
済
常
任
委
員
会
】

■問 

都
市
計
画
区
域
は
市
域
の
２
％
に
過

ぎ
ず
、
そ
れ
以
外
の
市
域
と
の
整
合
性
、

調
整
は
ど
う
図
る
の
か
。

■答  

本
市
で
は
、
市
総
合
計
画
を
は
じ
め

「
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
」
な
ど
の

関
連
計
画
に
基
づ
き
、
ま
ち
づ
く
り
に
取

り
組
ん
で
き
た
が
、
人
口
減
少
な
ど
社
会

経
済
情
勢
の
変
化
に
伴
い
、
都
市
計
画
の

見
直
し
が
必
要
。
本
渡
・
牛
深
の
市
街
地

と
各
支
所
周
辺
を
効
率
・
効
果
的
に
結
び

不
足
す
る
機
能
を
補
完
し
合
う
ま
ち
づ
く

り
を
目
指
す
「
集
約
・
連
携
型
都
市
構
造
」

の
構
築
を
図
っ
て
い
く
。
見
直
し
の
時
期

に
つ
い
て
は
、
来
年
度
か
ら
調
査
・
分
析

に
着
手
し
、
平
成
28
年
度
に
は
区
域
の
見

直
し
が
完
了
す
る
計
画
を
立
て
て
い
る
。

■問 

都
市
計
画
税
に
対
す
る
不
公
平
感
等

が
あ
る
。
課
税
廃
止
で
き
な
い
の
か
。

■答  

関
係
す
る
地
域
住
民
に
、
丁
寧
な
説

明
を
行
い
、
周
知
を
図
っ
て
い
く
。

■問 

市
鳥
獣
被
害
対
策
実
施
隊
の
設
置
目

的
は
。

■答  

捕
獲
や
侵
入
防
止
・
環
境
な
ど
の
被

害
防
止
対
策
を
効
果
的
・
効
率
的
に
行
う

た
め
、
民
間
の
方
を
隊
員
に
加
え
た
実
施

隊
を
設
置
す
る
。

■問 

起
業
創
業
・
中
小
企
業
支
援
セ
ン
タ

ー
の
役
割
、
業
務
・
位
置
づ
け
説
明
を
。

■答  

相
談
業
務
へ
の
対
応
が
中
心
で
、
相

談
者
と
同
じ
目
線
で
課
題
解
決
を
め
ざ

す
。
提
案
型
の
相
談
を
徹
底
的
に
行
う
。

平
成
27
年
４
月
の
開
所
を
め
ざ
す
。

■問 

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
助
成
事
業
増
額
の

背
景
説
明
を
求
め
る
。

■答  

申
請
件
数
が
当
初
の
予
想
を
上
回
り
、

８
月
14
日
以
降
受
付
を
停
止
し
て
い
る
の

で
、
助
成
額
２
千
万
円
増
額
と
商
品
券
印

刷
代
75
万
６
千
円
を
補
正
す
る
。

教
育
厚
生
常
任
委
員
会

■問 

予
防
費
に
お
け
る
高
齢
者
の
肺
炎
球

菌
の
予
防
接
種
に
つ
い
て
。

■答  

本
市
に
お
い
て
は
、
肺
炎
で
亡
く
な

る
人
が
死
因
の
３
番
目
と
な
っ
て
お
り
、

そ
の
う
ち
65
歳
以
上
の
方
が
９
割
以
上
を

占
め
て
い
る
の
で
、
対
象
者
（
65
歳
以
上
）

の
方
は
希
望
し
て
予
防
接
種
を
受
け
て
い

た
だ
き
た
い（
自
己
負
担
２
，６
０
０
円
）。

■問 

債
務
負
担
行
為
補
正
に
お
け
る
ス
ク

ー
ル
バ
ス
・
ス
ク
ー
ル
ボ
ー
ト
運
行
管
理

業
務
委
託
料
に
つ
い
て
。

■答  

積
算
の
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
道
路

運
送
法
に
基
づ
く
一
般
貸
切
旅
客
自
動
車

運
賃
・
料
金
の
標
準
適
用
方
法
の
改
正
に

基
づ
き
、
運
賃
の
計
算
方
法
を
時
間
制
運

賃
だ
っ
た
も
の
を
時
間
制
運
賃
と
キ
ロ
制

運
賃
の
併
用
運
賃
に
変
更
し
、
積
算
根
拠

に
つ
い
て
は
、
学
校
に
登
校
の
運
行
形
態

と
そ
れ
ぞ
れ
の
形
態
が
年
間
に
何
回
あ
る

か
を
確
認
し
、
積
算
し
た
。

常任委員会報告
市
民
生
活
常
任
委
員
会

教
育
厚
生
常
任
委
員
会

建
設
経
済
常
任
委
員
会

総
務
政
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常
任
委
員
会

議
第
１
３
９
号

議
第
１
３
５
号

審
査
内
容

天
草
市
税
条
例
等
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
第
１
３
８
号
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
策
定

（
議
会
基
本
条
例
に
基
づ
く
任
意
的

　
　
　  

　
　
　
　
　
　
議
決
事
項
）

議
第
１
２
６
号
天
草
市
非
常
勤
職
員
の
報
酬
及
び
費

用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
第
１
３
６
号
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

（
天
草
市
汚
泥
再
生
処
理
施
設
建
設

敷
地
造
成
工
事
）

議
第
１
３
９
号
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
4
号
）

一
般
会
計
補
正
予
算（
第
4
号
）

一
般
会
計
補
正
予
算（
第
4
号
）

請
願
第
４
号
消
費
税
増
税
の
撤
回
を

求
め
る
意
見
書
提
出
を

求
め
る
請
願

議
第
１
３
９
号

不採択
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